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事業再生プラン
Business reproduction ①

②

③

Time

Contents

Analyse CheckSolution

会社の再建。
おもいのつくりなおし。

Human

組織

雇用

採算部門

不採算部門

社員

役員

パート・アルバイト

事業譲渡

会社分割

統廃合

M&A

就業規則作成・見直し

採用計画

役員改選

リストラ

Material

不動産

在庫

建物

土地

車両

長期滞留

短期滞留

組み替え

リース

売却

損失計上

発注水準見直し

Money

資金繰り

コスト

株主

金融機関

売掛金

地代家賃

人件費

保険料

TAX

社会保険料対策

時間外労働対策

生命保険見直し

トータル節税プラン

損害保険見直し

給与・賃金体系見直し

緊急保証制度

リスケ

再生融資計画

回収サイトの見直し

貸倒計上

マーケティングセールス

家賃交渉

円

不動産活用ソリューションチャネル
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先代

二代目（子）

三代目（孫）

50年

自宅

親戚の自宅

事業用店舗工場

農地

（先代）

自宅のリフォーム

（先代）

事業承継の有無

（二代目）

住宅取得

（先代）

遺産分割ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

遺言

（二代目）

先代自宅処分等

（二代目）

自宅のリフォーム

（三代目）

住宅取得

収益性が高い

立地が良い

税負担が少ない

ニーズ対応している

（先代）

収益物件の取得

（二代目）

遺産分割

（二代目）

収益物件修繕

収益性が悪い

立地が悪い

税負担が高い

相続税納税資金

遺産分割資金

（先代）

建築資金の確保

（二代目）

相続税納税資金

遺産分割資金
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「収益性の悪い不動産」を「収益性の良い不動産」へ組み替える！！

①家賃収入

ガレージ収入

②礼金収入

更新料収入

⑤租税公課

家賃収入が年々減っている

⇒坪単価が低下している

⇒空室が多く入居者に
求められる物件でない

⇒入居のたびに条件が悪くなる

所得税青色申告決算書

収入の割に固定資産税が高い

⇒評価の見直し

⑥損害保険料

毎年支払う火災保険料が同額

⇒建物にあった保険金額でない

⑦修繕費

毎年色んな箇所の修繕費用が
かかる
⇒建替え・大規模修繕が必要

⑧減価償却費

ほとんど計上額が無い
⇒取得後相当年数経過
⇒建替え・大規模修繕が必要

⑨借入金利子

利息が高く元本が減らない

⇒借換の可能性を検討

⑳専従者給与

22青色申告
特別控除

23所得金額

金額が入っていない
⇒身内への所得分散

10万円控除
⇒複式簿記で 65万円控除

不動産の組み替え

買換え
建替え

所得税

青色申告
65万控除

親族間
所得分散

退職金活用

法人成り

更正の請求

家事関連費の
経費化

定率法の
活用

青色事業
専従者給与

損益通算

軽減税率適用

特別控除
（収用など）

買換え特例
（収用など）

鑑定評価

取得費加算

配偶者控除

譲渡所得

小規模企業
共済

保険料控除
（個人年金）

扶養控除
所得控除 所得税
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鑑定評価

取得費加算

軽減税率適用

特別控除
（収用など）
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（収用など）

鑑定評価
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次期販促の
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役員借入金
利息の計上
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修理など
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退職金
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設定

家族役員
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設備
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生命保険
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退職金
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生命保険
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設備

商品

相続税
贈与税

養子縁組

小規模企業
共済

生命保険
活用

不動産
組み換え

不動産
有効利用

退職金
活用

更正の請求

鑑定評価
不動産評価の
引下げ

自社株評価
引下げ

自社株移転
対策

持株会活用

M＆A活用

事業再編

自社株評価
引下げ

自社株移転
対策

持株会活用

M＆A活用

事業再編

遺言

生命保険
活用

代償分割
活用

生前贈与

遺留分の放棄

遺言

生命保険
活用

代償分割
活用

生前贈与

遺留分の放棄

物納

延納

金銭納付の
確保

物納

延納

金銭納付の
確保

連年贈与

相続時
精算課税

配偶者贈与

相続人以外
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収益力の
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節税対策ＳＣ

消費税

更正の請求

課税事業者
選択

免税制度

還付プラン

課税期間特例 法人成り

分社

原則簡易判定

消費税

更正の請求

課税事業者
選択

免税制度

還付プラン

課税期間特例 法人成り

分社

原則簡易判定

税金ＭＡＰ税金ＭＡＰ

固定資産 税

不動産取得税

登録免許税

Other Taxes

届出

納付

贈与税

事業承継

遺産分割

相続税
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社会保険料の削減対策

社会保険料の計算

～ 社会保険料決定の仕組み ～

決定の種類 毎月の給与 年４回以内の賞与

健
康
保
険
料

取得時決定

最初の社会保険の適用時に、今後の保

険料を決定する為の決定

定時決定

毎年４～６月支給分の賃金を平均して、

翌年８月までの保険料を決定

随時改定

賃金の固定的部分、又は賃金体系が変

更になった場合に、 ２等級以上の 差があ

る場合に行う改定決定

育児休業等終了時改定

育児休業を終えて職場復帰した労働者

の賃金が下がっている場合の改定決定

毎月の給与から、決定した標準報酬月額の等級ごとに決め

られた保険料を徴収する。等級は１～４７等級ま であり、

１等級６３，０００円未満～４７級の１，１７５， ０００円 （総支給）

また 、４０歳以降は介護保険料の徴収分が加算して徴収さ

れる。

賞与の支給ごとに賞与金額に健康保険料率

を掛けて保険料を算出する。

た だし、健康保険料の賞与からの徴収につい

ては、賞与の年間合計金額５４０万円を上限と

する。

厚
生
年
金
保
険
料

毎月の給与から。決定した標準報酬月額の等級ごと に決め

られた保険料を徴収する。等級は１～３０等級ま であり、

１等級９３，０００円以上～３０等級６３５，０００円未満（総支給）

※ 厚生年金と健康保険は上限下限が異なるので、当該

範囲に当たる場合は、保険料がそれぞれ異なる。

賞与の支給ごとに賞与金額に厚生年金保険料

を掛けて保険料を算出する。

た だし、厚生年金保険料の賞与からの徴収に

ついては、賞与１回の支給額１５０万円を上限

と する。

現在、正社員を１人採用するとその社員の人件費の約１３％の金額を社会保険料として、会社が負担する計算になります。

もし、年収３５０万円の正社員を１人雇用すると、４５万５千円を会社が給与・賞与以外に支払う事となるのです。

社会保険料削減の対策をする事で人件費の削減を図ることは企業としては当然の対策かもしれませんが、同時に社会保

険からの給付が減ることを考慮しなければいけません。

例えば、出産手当金、傷病手当金、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金がこれに当たります。

こういったデメリットによる従業員のモチベーションに配慮し、将来の生活設計を考えながら対策をとりいれる事が必要 です。

対策のデメリットを理解する


